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１

ペ
ー
ジ

規
　
則

◯
秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
六
四
・
財
政
課
）
…
…
１

◯
衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
六
五
・
健
康
推
進
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
六
六
・
自
然
保
護

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
十
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
六
十
四
号

秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
二
第
八
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八
十
三
の
二
　
土
地
掘
削
許
可
を
受
け
た
者
の
地
位
の
承
継
の
承
認
申
請

手
数
料

別
表
第
二
の
二
第
八
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八
十
四
の
二
　
ゆ
う
出
路
増
掘
又
は
動
力
装
置
の
許
可
を
受
け
た
者
の
地

位
の
承
継
の
承
認
申
請
手
数
料

別
表
第
二
の
二
第
八
十
五
号
の
二
を
同
表
第
八
十
五
号
の
三
と
し
、
同
表

第
八
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八
十
五
の
二
　
温
泉
利
用
許
可
を
受
け
た
者
の
地
位
の
承
継
の
承
認
申
請

手
数
料

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
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│
│
│

衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
十
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
六
十
五
号

衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
（
昭
和

三
十
一
年
秋
田
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
十
五
号
（一）
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に

改
め
、
同
号
（二）
中
「
第
十
三
条
第
四
項
」
を
「
第
十
五
条
第
四
項
、
第
十
六

条
第
二
項
及
び
第
十
七
条
第
三
項
」
に
改
め
、
「
許
可
」
の
下
に
「
等
」
を

加
え
、
同
号
（九）
中
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
に

改
め
、
同
号
（九）
を
同
号
□
と
し
、
同
号
（八）
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第

三
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
（八）
を
同
号
（十）
と
し
、
同
号
（七）
中
「
第
二

十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
（七）
を
同
号
（九）

と
し
、
同
号
（六）
中
「
第
二
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
に

改
め
、
同
号
（六）
を
同
号
（八）
と
し
、
同
号
（五）
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
を

「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
（五）
を
同
号
（七）
と
し
、
同
号
（四）
中

「
第
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
十
八
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
（四）
を
同
号

（六）
と
し
、
同
号
（三）
中
「
第
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
十
八
条
第
四
項
」
に
改

め
、
「
内
容
」
の
下
に
「
及
び
内
容
の
変
更
」
を
加
え
、
同
号
（三）
を
同
号
（五）

と
し
、
同
号
（二）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（三）

第
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
温
泉
の
利
用
の
許
可
に
条
件
を
付
し
、
及
び
こ
れ
を
変
更
す

る
こ
と
。

（四）

第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
温
泉

の
利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
の
地
位
の
承
継
を
承
認
す
る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
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温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
十
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
六
十
六
号

温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

温
泉
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
八
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
有
効
期
間
の
更
新
の
申
請
）

第
二
条

法
第
五
条
第
二
項
（
法
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
土
地
の
掘
削
、
ゆ
う
出
路
の
増

掘
又
は
動
力
の
装
置
（
以
下
「
土
地
の
掘
削
等
」
と
い
う
。
）
の
許
可
番

号
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
押
印
し
、
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
土
地
の
掘
削
等
の
許
可
を
受
け
た
者
の
地
位
の
承
継
の
承
認
の
申
請
）

第
三
条

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
七
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第

十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
申

請
は
、
土
地
の
掘
削
等
の
許
可
番
号
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ

る
申
請
書
に
押
印
し
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
中
「
省
令
第
三
条
」
を
「
法
第
八
条
第
一
項
」
に
、
「
様
式
第
三

号
に
よ
り
、
」
を
「
土
地
の
掘
削
等
の
許
可
番
号
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る

様
式
に
よ
る
届
出
書
に
押
印
し
、
か
つ
、
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を

加
え
る
。

２

前
項
の
届
出
が
工
事
の
完
了
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
前
項
の
届

出
書
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
温
泉
分
析
書
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
揚
湯
管
の
内
径

二
　
掘
削
の
深
さ

三
　
動
力
装
置
の
種
類
及
び
出
力
（
動
力
の
装
置
の
場
合
に
限
る
。
）

３

第
一
項
の
届
出
が
工
事
の
廃
止
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
第
一
項

の
届
出
書
に
、
工
事
の
廃
止
の
理
由
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
増
掘
又
は
動
力
の
装
置
の
許
可
の
申
請
）

第
五
条

法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
押
印
し
、
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
温
泉
の
所
在
地
、
名
称
及
び
利
用
量

二
　
増
掘
後
又
は
動
力
の
装
置
後
の
温
泉
の
計
画
ゆ
う
出
量

三
　
動
力
装
置
の
種
類
及
び
出
力
（
動
力
の
装
置
の
場
合
に
限
る
。
）

第
六
条
中
「
様
式
第
五
号
に
よ
り
」
を
削
り
、
「
書
類
を
添
え
て
」
を

「
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
書
に
押
印
し
、
」
に
改

め
、
同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名
並
び
に
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二
　
温
泉
の
名
称
、
所
在
地
、
ゆ
う
出
量
、
温
度
、
成
分
及
び
採
取
量

三
　
温
泉
を
採
取
す
る
目
的
及
び
採
取
開
始
日

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
様
式
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
温
泉
の
採
取
場
所
を
中
心
と
す
る
半
径
百
メ
ー
ト
ル
の
円
内
の
区
域

を
表
示
し
た
縮
尺
五
百
分
の
一
の
図
面

二
　
温
泉
を
採
取
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

規
　
　
　
　
　
　
則

（ ）十一
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２

第
七
条
中
「
様
式
第
六
号
に
よ
り
、
温
泉
を
採
取
す
る
権
利
が
移
転
し
た

こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
」
を
「
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別

に
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
書
に
押
印
し
、
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号

を
加
え
る
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名
並
び
に
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二
　
変
更
前
の
温
泉
採
取
権
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

三
　
変
更
後
の
温
泉
採
取
権
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

四
　
温
泉
の
名
称
及
び
所
在
地

五
　
掘
削
許
可
年
月
日

六
　
掘
削
許
可
番
号

七
　
変
更
の
理
由

八
　
変
更
後
の
利
用
目
的

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
様
式
に
は
、
温
泉
を
採
取
す
る
権
利
が
移
転
し
た
こ
と
を
証
す

る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
中
「
様
式
第
七
号
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
」
を

「
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
書
に
押
印

し
、
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名
並
び
に
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二
　
温
泉
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
掘
削
許
可
年
月
日

四
　
掘
削
許
可
番
号

五
　
採
取
を
廃
止
し
た
年
月
日

六
　
廃
止
の
理
由

七
　
工
事
施
工
方
法

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
様
式
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書

二
　
工
事
の
施
行
箇
所
を
明
記
し
た
温
泉
の
源
泉
孔
断
面
図

三
　
廃
孔
後
の
写
真

第
九
条
第
一
項
中
「
様
式
第
八
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
」
を
「
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
書
に
押
印
し
、
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名
並
び
に
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二
　
温
泉
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
浴
用
又
は
飲
用
の
別

四
　
変
化
前
の
温
泉
の
ゆ
う
出
量
、
温
度
及
び
成
分

五
　
変
化
後
の
温
泉
の
ゆ
う
出
量
、
温
度
及
び
成
分

六
　
変
化
が
生
じ
た
原
因
、
時
期
等

第
九
条
第
二
項
中
「
様
式
第
九
号
に
よ
り
」
を
削
り
、
「
し
ゆ
ん
せ
つ
工

事
」
を
「
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
」
に
、
「
孔
内
仕
上
げ
断
面
図
及
び
配
管
図
を

添
え
て
」
を
「
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
届

出
書
に
押
印
し
、
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名
並
び
に
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二
　
温
泉
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
掘
削
又
は
増
掘
の
許
可
年
月
日

四
　
掘
削
又
は
増
掘
の
許
可
番
号

五
　
温
泉
の
現
状

六
　
し
ゅ
ん
せ
つ
の
理
由

七
　
工
事
施
工
方
法

八
　
工
事
着
工
予
定
日

九
　
工
事
完
了
予
定
日

十
　
工
事
請
負
人
の
氏
名
及
び
住
所

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
の
届
出
書
に
は
、
孔
内
仕
上
げ
断
面
図
及
び
配
管
図
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
温
泉
利
用
の
許
可
の
申
請
）

第
十
条

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
押
印
し
、
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
温
泉
の
利
用
量

二
　
利
用
施
設
内
の
温
度

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
ゆ
う
出
場
所
及
び
利
用
場
所
を
中
心
と
す
る
半
径
百
メ
ー
ト
ル
の
円

内
の
区
域
を
表
示
し
た
縮
尺
五
百
分
の
一
の
図
面

二
　
温
泉
利
用
施
設
の
平
面
図
及
び
構
造
仕
様
書
並
び
に
ゆ
う
出
場
所
か

ら
温
泉
利
用
施
設
ま
で
の
配
管
図

三
　
温
泉
分
析
書

（
温
泉
の
利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
の
地
位
の
承
継
の
承
認
の
申
請
）

第
十
一
条

法
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申

請
は
、
温
泉
の
利
用
の
許
可
番
号
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る

申
請
書
に
押
印
し
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
施
設
の
管
理
者
等
の
届
出
）

第
十
二
条

条
例
第
六
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
当
該
管
理
者
を

置
い
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る

様
式
に
よ
る
届
出
書
に
押
印
し
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名
並
び
に
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二
　
管
理
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
本
籍
及
び
住
所

三
　
温
泉
利
用
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
温
泉
利
用
許
可
年
月
日

五
　
温
泉
利
用
許
可
番
号

六
　
管
理
者
の
設
置
期
間

２

条
例
第
六
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
当
該
管
理
者
を
変
更
し

た
日
か
ら
十
日
以
内
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式

に
よ
る
届
出
書
に
押
印
し
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名
並
び
に
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二
　
変
更
後
の
管
理
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
本
籍
及
び
住
所

三
　
温
泉
利
用
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
温
泉
利
用
許
可
年
月
日

五
　
温
泉
利
用
許
可
番
号

六
　
変
更
後
の
管
理
者
の
設
置
期
間

３

条
例
第
六
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
氏
名
等
を
変
更
し
た
日

か
ら
十
日
以
内
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ

る
届
出
書
に
押
印
し
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名
並
び
に
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二
　
変
更
事
項

三
　
温
泉
利
用
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
温
泉
利
用
許
可
年
月
日

五
　
温
泉
利
用
許
可
番
号

六
　
変
更
の
理
由
及
び
内
容

七
　
変
更
年
月
日

４

前
項
の
届
出
書
に
は
、
住
民
票
の
写
し
又
は
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

条
例
第
六
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
当
該
施
設
の
利
用
を
休

止
し
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る

様
式
に
よ
る
届
出
書
に
押
印
し
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名
並
び
に
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二
　
温
泉
利
用
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
浴
用
又
は
飲
用
の
別

四
　
温
泉
の
名
称
及
び
所
在
地
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３

五
　
温
泉
利
用
許
可
年
月
日

六
　
温
泉
利
用
許
可
番
号

七
　
休
止
の
理
由

八
　
休
止
年
月
日

６

条
例
第
六
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
当
該
施
設
を
廃
止
し
た

日
か
ら
十
日
以
内
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に

よ
る
届
出
書
に
押
印
し
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名
並
び
に
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二
　
温
泉
利
用
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
浴
用
又
は
飲
用
の
別

四
　
温
泉
の
名
称
及
び
所
在
地

五
　
温
泉
利
用
許
可
年
月
日

六
　
温
泉
利
用
許
可
番
号

七
　
廃
止
の
理
由

八
　
廃
止
年
月
日

（
温
泉
の
成
分
等
の
掲
示
等
）

第
十
三
条

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
浴
用
又
は
飲
用
の
適
応
症

二
　
浴
用
又
は
飲
用
の
禁
忌
症
又
は
適
用
症
の
決
定
年
月
日
及
び
決
定
者

２

法
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
書
に
押
印
し
、
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
浴
用
又
は
飲
用
の
別

二
　
再
分
析
結
果
通
知
の
受
理
日
（
掲
示
内
容
の
変
更
の
場
合
に
限

る
。
）

３

前
項
の
届
出
書
に
は
、
温
泉
分
析
書
の
写
し
及
び
掲
示
場
所
を
明
示
し

た
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
中
「
省
令
第
十
一
条
」
を
「
法
第
二
十
条
」
に
、
「
様
式
第
十

九
号
に
よ
り
」
を
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
書
に
押
印
し
、
か
つ
」

に
改
め
る
。

第
十
五
条
中
「
省
令
第
十
三
条
」
を
「
法
第
二
十
一
条
」
に
、
「
様
式
第

二
十
号
に
よ
り
」
を
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
書
に
押
印
し
、
か

つ
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
中
「
第
九
条
ま
で
」
の
下
に
「
及
び
第
十
六
条
第
一
号
」
を
加

え
、
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
、
「
第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま

で
」
を
「
第
十
四
条
、
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条

を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
書
類
の
様
式
）

第
十
六
条

法
の
規
定
に
基
づ
く
次
に
掲
げ
る
申
請
は
、
別
に
定
め
る
様
式

に
よ
る
申
請
書
に
押
印
し
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
掘
削
の
許
可
の
申
請

二
　
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
温
泉
成
分
分
析
を
行
う
者
の
登

録
の
申
請

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
二
十
号
ま
で
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
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